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研究成果の概要（和文）：本研究プロジェクトは「全学教育科目としての『法学』科目における新たな教育方法論の構
築」を目的とした。本研究においては、これを（１）一般教育／教養教育の観点（２）教育方法の観点、（３）法学の
観点の三つの観点から検討していった。
（１）については、一般教育／教養教育の目的は「問題解決能力」の涵養であると結論付けた。（２）については、一
般教育／教養教育の法学講義においてはディベート、グループワーク等、複数の手法を組み合わせた成績評価の手法が
とられるべきであるとの結論に至った。（３）については、当該講義において扱われる法分野の「コア」を設定し、こ
れを講義において学生に理解させることが重要であると考えた。

研究成果の概要（英文）：The research aim was to devise new teaching methods for law lectures as part of 
general education for undergraduate students. We examined these methods from three perspectives: general 
education/liberal education, higher education, and legal education. Regarding the general 
education/liberal education perspective, we concluded that legal education for non-law students should be 
designed to cultivate generic skills, such as “problem-solving abilities”. Regarding the higher 
education perspective, teaching staff should use multiple techniques when assessing and evaluating 
student achievement according to the intended learning outcomes; for example, using a term paper, oral 
presentation, debate, or a combination of these. Regarding the legal education perspective, we identified 
“core content” in each of the fields of law―such as constitutionalism in the constitution―and 
concluded that lecturers should design lectures that enable students to understand such core content.

研究分野： 労働法
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１．研究開始当初の背景 
近年、司法制度改革等に伴い、法と教育学

会の創設および同学会における取組に代表
されるように、市民に対する「法教育」、特
に小中高における「法」についての教育に関
する議論が盛んに行われている。また、法学
部における「法学教育」についても、従来か
ら各所で議論されているところである。 
他方、本研究で取り上げる、小中高でもな

い、法学部でもない、一般教育科目としての
法学教育のあり方については、これまでほと
んど論じられてこなかった、あるいは論じら
れてきたとしても、具体的な「講義実践」の
提示がほとんどであり、一般教育の質的側面
である「教養教育」の内容や、教育方法論と
いう視点を含むような、包括的なものはまれ
であった 。 
しかし、現実に多くの大学において法学部

のあるなしにかかわらず、一般教育科目とし
ての法学の講義が（講義の名称は様々ではあ
るが）設置されていること、近年、大学教育
のあり方や大学における一般教育のあり方
が再検討されていること、そして、そこにお
ける「教養」の意義も、近年になり議論され
ていること等を考えれば、一般教育科目とし
ての法学の教育方法を追及することも、現代
社会における喫緊の課題であると言える。 
このような、現代の社会的状況を踏まえれ

ば、一般教育科目としての「法学」科目の講
義がどのように行われるべきかについて、理
論面と実践面の両方から研究が行われるべ
きと考えた。 

 
２．研究の目的 
本研究は、一般教育科目としての「法学」

講義のあるべき形について、一定の指針を提
供することを試みるものであった。 
一般教育科目における法学講義には、一般

教育科目であることから導かれる「教養」の
要素、そして大学における教育の一環である
ということから導かれる「教育」の要素、そ
してなにより、これが法学の講義であるとい
うことから導かれる「法学」の要素という３
つの要素が含まれる。本研究では、これら「教
養」「教育」「法学」それぞれの要素の相関関
係についてはとりあえず保留とし、それぞれ
の要素の観点から、どのような点を考慮して
講義を組み立てていくべきであるかにつき、
部分的ではあるが指針を提示することを試
みるものであった。 
 
３．研究の方法 
 平成 24 年度は、まず、一般教育科目にお
ける法学教育の現状把握と問題について、研
究メンバー間で共通認識を確立することを
行った。そのために、まず理論面での調査と
して、さまざまな大学における一般教育の目
的の調査、その質的要素である「教養」概念
の変遷と現代的課題についての調査、そして、
一般教育における法学教育に関する先行研

究の調査を行った。 
教養の要素については、「自分で考える能

力」「自分で調べる能力」「自分で表現できる
能力」「他者と協働できる能力」そして「コ
ミュニケーション能力」を涵養することが重
要であるとし、このような目的を暫定的な一
般教育の目的として、具体的な実践案を考え
るべきであるという仮説にたどり着いた。 
そして、このような一般教育の目的を達成

するに際して、「法学」は非常に有用である
と考えた。一つには、法学は、議論を通じて
他者を説得する学問であること。そして説得
のために、論理的な思考とその表現が必要と
なることである。法律の条文は多様なケース
に適用されることを想定しているため、あい
まいな書かれ方をしていることが多い。その
ため、特定の問題に対して法律的な視点から
一定の答えを出そうとするときに、その答え
が絶対正しいと言うことは原則としてない。
様々な答えが考えられるときに、自分の出し
た答えがなぜ選択されるのかを、論理的に説
明し、他者を説得する必要がある。したがっ
て、法学は自分で考え、自分で表現すること
に適していると考えた。 
  また、様々な法律は、その法律が関係す
る多様な価値をその背景に持っているもの
である。社会において発生する多くの法律的
な問題は、当該価値を巡る争いであるとも言
い換えられる。法学を学ぶ者は、多様な価値
が存在することを理解した上で、それぞれの
価値の重要性を認識し、対立する価値を調整
して落としどころを付けるという過程を学
ぶことになる。これにより、社会や団体にお
いて自分とは異なる価値を有する他者との
協働をする能力を涵養することができると
考えたのである。 
そして「教育」の要素については、その中

には教育の目的、具体的な教育技術、教育効
果とそのはかり方（成績評価）など、多くの
検討すべき点が含まれていることが明らか
となった。そこで教育の要素について、どの
点を重視して実践案を作り上げていくかは、
次年度以降の課題とし、まずは大学における
一般教育の目的を重要視し多形での講義実
践を行い、これを経て、法学のどのようなテ
ーマを扱うか、どのような教育技術を利用す
るかなどの、具体的方法論を今後検討してい
くことが重要であるという結論に至った。 
そこで、平成 24 年 10 月からの東北大学全

学教育科目「法学」の講義において、一つの
暫定的な案を実践した。これは、毎回の講義
において、具体的な事例を取りあげ、これに
ついてある程度解説したところで、グループ
ディスカッションを行い、ディスカッション
によって得られた他者の見解等を踏まえて、
毎回の講義の最後に、当該事例についての学
生個人の意見をミニレポート（300 字程度）
にまとめてもらうという手法であった。この
ような手法は、自分で考え、そして他者に対
してその考えを伝え、最後にはそれを文字の



形で表現するということである。 
これは、一般教育の目的授業評価アンケー

ト等における当該講義に対する学生の反応
は、有意義であったとするものが多かったも
のの、扱ったテーマや講義の進度に対し若干
の問題提起も見られた。 
当初の計画では、非法学部の学生の法学教

育へのニーズおよび、それに対する現実社会
のニーズの調査を行うこととしていたが、前
者については、そもそもこれを考慮に入れる
必要性の有無を含め、平成 25 年度以降、東
北大学の高等教育開発推進センターの研究
者等との意見交換を通じて、再検討すること
とした。また後者については、大学教育、特
に全学教育／教養教育の目的の探求をもっ
てこれに代えられると考え、企業等へのアン
ケートなどは行わないこととした。 
平成 25 年度は、平成 24 年度に検討した、

一般教育科目における法学教育の現状把握
と問題についての共通認識をもとに、前期に
は、国内の大学において一般教育科目として
の法学科目の講義を担当する、いくつかの教
員との会合や当該教員による講義の見学等
を行った。このような講義見学や会合によっ
て、以下のような成果が得られた。①当該講
義の様子を見学することで、学生の様子や教
室の構造、板書や配布物、口述の内容など講
義の際の工夫を実際に確かめることができ
た。②当該講義の見学後、担当の教員との会
合において、講義形式の中で特徴的な点につ
いて、そのような手法を用いた理由や、見学
した回以外の回における学生の反応など、全
学教育科目としての法学教育科目の内容や
教育方法の選択肢を広げることができた。さ
らに③全学教育科目の位置づけについての
認識や、本研究メンバーが行ってきたディス
カッション形式の講義などの講義手法につ
いての考えを聴取することで、平成 24 年度
までの研究に対する新たな知見を得ること
ができた。 
後期には、前期に見学したいくつかの講義

の内容や手法を、主として教養の要素に基づ
いて分析し、それぞれの講義内容が相対的に
どの点に特徴を有するのかを整理した。さら
に講義見学や会合によって得られた知見を、
これまでの研究に反映させることを行い、教
養、教育、法学それぞれの観点から、全学教
育科目としての法学科目の新たな教育方法
論について、唯一のものを提示するのではな
く、それぞれの観点から考慮すべき要素を提
示すべきであるとの暫定的な結論を得た。 
平成 25 年度の研究において表出した課題

としては、それぞれの観点から考慮すべき要
素としてどのようなものがあるかをより具
体的にしていく必要があること、講義の形式
（講義か演習か）や受講者の人数などに応じ
てこれらの要素がどのように選択されてい
くべきかを検討していく必要性があること
が挙げられた。 
最終年度である平成 26 度には、①「教養」: 

諸要素の相互関係等の整理、②「教育」：「成
績評価」の側面に限定した分析、③「法学」：
各法分野における「コア」の探索を行い、本
研究の最終的な結果を論稿にまとめ、「法と
教育学会」の学会誌である「法と教育」第 5
号（査読有）への投稿を行った。当該論文は、
無事に受理され、掲載の機会を得るに至った。 
加えて、ファカルティ・ディベロップメン

トに関する理論と事例を包括的に取り扱っ
た図書（平成 27 年度中に刊行予定）にも本
研究の実績を反映した原稿を寄稿すること
ができた。 
 

４．研究成果 
本研究では、上述のように、「全学教育科

目／一般教育科目としての法学教育」を、「教
養」「教育」「法学」の三つの要素からなるも
のとし、それぞれの視点から、実際の講義設
計において考慮すべき要素を明らかにする
ことをこころみたものであるが、最終的には、
以下のような形で整理するに至った。 
（１）「教養」の諸要素の整理 
本研究では、大学の学士課程の一般教育に

おいて涵養されるべき能力を、「問題解決能
力」と表現し、これを以下のように整理した。 
①現代社会の多様な問題について適切に理
解することのできる力＝問題認識力。これ
は、現代社会の諸問題に関連する一定程度
の基礎的知識を身に着けるということで
ある。 

②物事について多様な側面から見ることが
できる能力＝問題分析力。これは、多角的
なものの見方ができるということである。 

③AB の前提としての、自分で調べられる能力
＝調査力。学生の主体的学びを促進するた
めに、学生が自分の力で調査をできるよう
にするということである。 

④自身の考えを適切に表現できる能力＝コ
ミュニケーション能力。多様な見解を持つ
他者との対話を通して自身の考えを深め
ていくためには、コミュニケーション能力
が必要となる。 

⑤他者との協働。大学卒業後、社会において
他者とかかわり、協働して問題解決に当た
ることができるように、他者と協働する能
力の涵養もその目的に含めるべきである。 

⑥専門との連動。全学教育科目は、ほとんど
の場合大学一年生や二年生を中心として
おり、その意味では、受講学生の専門分野
との連動は考慮されるべきであろう 。 

さらに、これに加えて、本研究が「法学」の
講義を想定していることから、 
⑦実生活に役立つ、という要素も上げられる。
これは、「将来トラブルに巻き込まれない
ようにする」あるいは「将来の生活に役に
立つ」ための教育という意味である。「法」
の役割として、現実に生じた紛争を解決す
るための目安としての役割があげられ、ま
たそのような紛争が生じないための予防
的役割も強調されることを考えると、この



ような要素も考慮する必要があると考え
た。 

（２）教育の要素：成績評価のあり方 
高等教育研究の分野では、成績評価は学生

の学習到達度をはかることのみを目的とす
るものではなく、学生に対するフィードバッ
クの機会としても活用される必要があるこ
とが指摘されている。すなわち、学生がこれ
まで学んだことを整理し、自身の理解度を確
認し、ひいてはさらなる学習への動機づけを
獲得できるようなタイミングおよび方法で
成績評価を行うことが肝要になる。 
従来、多くの法学教育では、法学部での専

門科目、一般教育科目の双方とも、成績評価
は学期末に実施される筆記試験によってい
た。こうした「筆記試験一発勝負」の成績評
価は、特に法学部での教育では、多かれ少な
かれ司法試験等の各種筆記が意識されてい
たことと無関係ではないだろう。しかし、一
般教育における法学教育においても、これま
での法学教育で用いられてきた成績評価の
方法にこだわる必要は果たしてあるのだろ
うか。 
このような問題意識から、本研究では、高

等教育の知見を取り入れて、一般教育におけ
る法学教育の成績評価手法を再検討した。こ
の際、文献調査に加えて、東北大学高等教育
開発推進センターおよびメルボルン大学高
等教育研究センターが主催する授業設計に
関する研修やセミナー等に参加して、高等教
育分野の最新の知見や授業実践を吸収する
よう努めた 。 
上記の作業を経て、本研究が授業設計にお

いて意識すべきと考えるのは、到達目標から
「逆算」して授業を設計するということであ
る。結果として、法学部の教育と教養教育で
法学教育の到達目標は異なっている以上、両
者ではそれぞれの目標に応じた異なる成績
評価手法が活用されるべきことになる。 
こうした観点から、プレゼンテーションやデ
ィベート、グループワーク等、複数の手法を
組み合わせた、従来の方法にこだわらない成
績評価を試行すべきと考えた。 
（３）法学の要素：講義で扱うテーマ 
本研究では、法学教育によって達成される

べき「最終的な目標」の観点から、その達成
に資する具体的な法学教育の例を模索する
ことを試みた。 
ここでの「最終的な目標」とは、法学の講

義で通常共通して扱われる分野が憲法・民
法・刑法であることを考慮して、便宜上「公
法・民事法・刑事法の『コア』を理解するこ
と」とした。その営みの中で、自分で考え・
調べ・表現することによって「最終的な目標」
に達し、社会の様々な問題を考える人間を育
成する教育を行うことが、上述の一般教育の
目的の観点からも重要であると考えられる。 
 ここで「コア」と表現した概念は、非常に
抽象度の高いものとなっているが、「当該法
分野において基礎的な概念になり得るもの

で、当該法分野の思考方法として欠くことが
できないもの」と言えよう。そこで「コア」
がどのようなものであるのかについて模索
することが重要である。 
そこで本研究では、例えば憲法では、「立

憲主義・基本的人権を理解すること」をコア
として設定したり、民法では「私的自治の原
則」をコアに設定したりするなどして、『コ
ア』の設定の有用性を提示した。 
しかし、「コア」の設定については、私た

ちの見解とは異なったものを考える人たち
もいるだろうし、そもそも何を教えるのかに
ついて、単一の回答が出しにくい問題である。
とはいえ、ここで提示した「『コア』を設定
して、法学教育で教えるべき事柄を考える」
という思考法は、教養や教育の観点から導か
れた要素と相互に関連させていくことで、一
般教育科目としての「法学」の講義のあり方
について、ある種の参照基準を策定する手助
けとすることができるのではないかと考え
た。 
（４） 今後の課題 
 本研究では、一般教育科目としての「法学」
講義について、以上のようないくつかの考慮
要素を提示した。そしてこれらを基にして、
筆者を含む本研究メンバーが若干の実践を
行った。その結果、一般教育の目的である問
題解決能力については、これを一定程度涵養
することができたと思われるが、いくつかの
課題もまた明らかとなった。たとえばグルー
プディスカッションを取り入れるとしても、
これにより、自主的・能動的学習態度を見せ
る学生や疑問点を自ら考える学生が一定数
いたが、一方で人任せとなってしまう学生も
散見されるなど、グループの人数、グループ
ワーク時の指導法などにさらなる工夫が必
要と感じられる点もあった。また取り上げる
法学の分野についても、講師の専門分野によ
って一定の偏りが生じることは否定できず、
この点をどのようにとらえるかも問題であ
る。 
しかし、「あるべき」方法論は、その大学、

その講義ごとに異なり、無数に存在しうるこ
とは明らかである。それゆえ今後は、それぞ
れの考慮要素についてのさらなる精査の上
で、これらの諸要素がどのような相関関係に
あるのか、様々な考慮要素をどのように組み
合わせて一つの講義を設計していくかとい
った問題を、さらに研究していく必要がある。 
同時に、以上の検討は、若干の実践につい

ての検討を含んでいるものの、多くの部分が
理論的な検討となっているため、今後、それ
ぞれの要素をどのように組み合わせればど
のような教育効果（ラーニングアウトカム）
が生まれるのか、そしてそのような教育効果
をどのように測ることが適切であるのか、と
いった点についても、実証的な研究が進めら
れなければならない。 
このような本研究の成果は、小中学校での

法教育や法曹養成過程向けの教育と比べる



と従来注目を集めてこなかった全学教育/一
般教育における法学教育という新たな問題
領域に取り組んだ研究業績として、先駆的か
つ革新的な意義を有するものと考えられる。 
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